
１．　は　じ　め　に

　環境に配慮した事業活動は社会的責任（CSR: Corporate Social Responsi-

bility）と考えられるようになった。それは，環境経営格付けや CSR評価

となり，地域の環境安全に関する地域住民の声，「知る権利」の制度化と

なって企業活動に影響を与える。企業は環境負荷を低減するだけでなく，

環境への取り組みについて消費者，環境NPO（非営利組織），投資家，地域

社会などに向けた対外的な説明責任を強く求められるようになった。

　この動きはさらに強まり，トリプル・ボトムラインが提唱された

（Elkington, １９９８）。トリプル・ボトムラインは，企業が経済，環境，社会の

３つの次元において守るべき責任があることを明示的に指摘した。また１９９９

年に当時の国連事務総長のコフィー・アナンによって提唱されたグローバ

ル・コンパクトは，環境，人権，労働（２００４年に腐敗防止を追加）に関す

る行動規範を提示した。

　これらは，企業の役割が経済，環境，社会の広範囲にわたり，環境にも

労働・人権にも責任があることを明示している。こうような状況の中で，

企業はサステナビリティ報告書や CSR報告書を発行し，自らの取り組み

を公表するようになった。企業の社会的責任は，持続可能性との関係の中

で求められるようになった。

　本稿の目的は，日本企業の社会的責任の評価が，グローバルな事業を展

開する企業の海外への環境経営移転とどのように関係しているのか分析す
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ることである。そのために，親会社の CSRデータと海外子会社に対する

質問票調査によって得られた環境経営に関するデータを使って，実証的な

分析を行う。

２．　先　行　研　究

（１） CSRの定義

　持続可能な発展のための世界経済人会議（World Business Council for 

Sustainable Development）は，「CSRとは持続可能な経済の発展，従業員の

労働，その家族，地域社会と全体としての社会に，生活の質を改善するた

めに貢献する企業の関与である」と定義している（WBCSD, １９９９ ）。これ

に対し谷本（２００６）は，「CSRとは，企業活動のプロセスに社会的公平性や

倫理性，環境や人権への配慮を組み込み，ステークホルダーに対してア 

カウンタビリティを果たしていくこと」と説明している。さらに EUは，

CSRとは責任ある行動が持続可能な事業の成功につながるという認識を 

企業が深め，社会・環境問題を自発的に，その事業活動及びステークホル

ダーとの相互関係に取り入れるための概念であるとしている（European 

Commission, ２００１）。

　このように，CSRについて論者によって少しずつ異なる定義が存在する

が，CSRは企業と社会との関係にかかわるものであるという点で共通して

いる。CSRは，社会の長期的ニーズに応える企業の事業と社会の間の暗黙

の社会契約から生ずる義務を伴うものである（Lantos, ２００１）。それゆえ，

社会における企業の役割を理解し，社会の期待に応えることが CSRの本

質的な機能である。その意味で，社会における企業の役割としての社会的

責任の内容は時代とともにある。

　われわれは，CSRとは，「企業が環境保全，社会的公平性や従業員の雇用

において社会に期待される機能を果たしつつ，社会的存在として正当性を

得るために求められる責任のこと」と定義する。この定義では，社会的責

任を果たすことが，社会的正当性を得るための必要条件であることを重視
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している。

（２） CSRの歴史的展開

　歴史的に見ると，CSRは，２０世紀初頭の社会的責任投資にその原型が見

出される（Lantos, ２００１; 水口， ２０１１）。社会的責任投資（SRI: Socially 

Responsible Investment）は，アルコール，タバコ，ギャンブルなどに反対

するキリスト教的な倫理観からから始まり，次第にその内容を拡大してき

た。１９６０年代，７０年代は，ベトナム戦争反対運動と軍需産業を投資対象か

ら排除する動きが強まった。また，深刻化する公害問題と消費者運動が企

業への批判を強めた。１９７６年には OECDが多国籍企業の行動規範に関する

「OECD多国籍企業ガイドライン」を発表し，２０００年６月にその改訂版が発

表された。１９８０年代後半から１９９０年代になると，新たに地球環境問題が重

視されてきた。

　行政的には，米国では，環境保護庁（EPA）の設置（１９７０）の他，雇用

機会均等委員会（Equal Employment Opportunity Commission, １９６５）およ

び消費者製品安全委員会（Consumer Product Safety Commission, １９７２）が

設置されて，環境，従業員，消費者が企業の重要な合法的なステークホル

ダーであることが認識され，それに対する配慮が必要であることが制度的

に具体化した。こうして環境問題は，CSRの重要な要件とみなされるよう

になった。

　１９９９年に提案されたグローバル・コンパクトは，平等，公平性，環境，

腐敗撲滅を重視し，この流れは２０１０年１１月に ISO２６０００の規格発行となった。

ISO２６０００は企業のみならずあらゆる組織の社会的責任について規格を定め

ている。ISO２６０００では，社会的責任の中核課題として，統治組織，人権，

労働慣行，環境，公正な事業慣行，消費者課題，コミュニティへの参画お

よびコミュニティの発展の７つの課題を挙げている。ISO２６０００は，すべて

の組織に共通の責任として，人権や平等を含む組織の社会的側面，環境的

側面に焦点を置いている。
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　さらに天然資源の利用については，それが紛争地域からの紛争鉱物でな

いことを証明する情報開示を求める動きが強まり，木材については国際

NGOの森林管理協議会（Forest Stewardship Council）による FSC認証制

度が普及してきている。前者の紛争鉱物については，アフリカのコンゴ民

主共和国とルワンダの紛争地域で大量の難民が発生し，人権侵害や非人道

的行為が行われる中で天然資源が採掘され輸出されている状況を打開する

ために，OECDは２０１１年５月に「OECDデュディリジェンス・ガイドライ

ン」を採択した。それによって鉱物資源の責任ある調達のためにグローバ

ルなサプライチェーン管理を促し，調達された資源が紛争鉱物でないこと

を明示することを求めるようになった。ISO２６０００では，デュディリジェン

スは，「あるプロダクト又は組織のライフサイクル全体における，組織の

決定及び活動によって起こる，実際の及び選択的な，社会的，環境的及び

経済的なマイナスの影響を回避し軽減する目的で，マイナスの影響を特定

する包括的で積極的なプロセス」と定義している。

　これらの動きは，企業の社会的責任をサプライチェーン全体で果たすこ

とを求める傾向にある。サプライチェーンにおいて経済効率のみならず社

会，環境への配慮を求めるようになった。こうした視点に基づいたサプラ

イチェーンの取り組みを「持続可能なサプライチェーン管理」（Sustainable 

Supply Chain Management）と呼んでいる。Carter and Rogers（２００８）は，

持続可能性の概念をサプライチェーン管理に導入することの必要性を強調

している。彼らは，持続可能なサプライチェーン管理（SSCM）とは，「個

別企業およびそのサプライチェーンの長期的経済パフォーマンスを改善す

るための，主要な組織間事業プロセスの全体的な調整における，組織の社

会的・環境的・経済的な目標の戦略的で，透明性のある統合と達成」と定

義している。

（３）　CSRの理論

　上述のように複数の領域で CSRの実践的展開が行われる一方で，CSR
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については多様な概念と理論が提示されてきた。その中でもっとも極端な

意見は経済学者の Friedmanによるものである。自由な市場経済を主張す

る Friedman（１９７０）は，市場では各経済主体が自己の利益を最大化するよ

うに行動することが経済全体として最も利益が大きいと主張して，社会的

責任論を批判した。同様の批判は，１９９０年代において Porterが環境と経済

の両立可能性を指摘するポーター仮説を提示したときにも出現した

（Walley and Whitehead, １９９４）。他方で，社会的責任についての実務的な見

解は，社会的責任とは法を順守することであるととらえる傾向があった。

　では，CSRの機能あるいは構成要素とは何であろうか。トリプル・ボト

ムラインは，経済，環境，社会の３つの次元における企業の責任を意味し

ている（Elkington, １９９８）。トリプル・ボトムラインは，社会的責任の構成

要素を簡潔に示してきた。これに対し Carroll（１９９１）は，CSRには経済

的，法律的，倫理的，利他的の４つの側面があり，ピラミッド型をなして

いることを明らかにした。また，Lantos（２００１, ２００２）は，企業の社会的責

任について３つのタイプに分類している。Lantos の言う CSRは，第１は，

倫理的 CSRである。それは，企業に道徳的責任を求めている。第２は，

利他的な CSRである。第３は戦略的 CSRで戦略的な事業目標を達成する

コミュニケーションサービス活動に配慮することである。さらに Schwartz 

and Carroll（２００３）は，社会的責任のピラミッドモデルを修正し，社会的

責任を経済的，法的，倫理的の３領域に分けている。

　これに対し Porter は，CSRについて戦略論的な視点の重要性を強調す

る。Porter and Kramer（２００６）は CSRを２つのタイプに要約している。第

１は，公害問題に対する責任を取り上げる。この CSRの理解は，公害問

題への対応のように規制順守という姿勢が特徴的で受身的な社会的責任論

と言われる。企業による反社会的な活動に対する批判も強くなり，その動

きは多国籍企業の行動規範の制定へと導いた（OECD, １９７６）。

　第２は，戦略的 CSRで，企業は競争優位を持つために企業戦略の一部

として CSRに積極的に投資すべきであるという。なぜなら，企業の成功
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は，適切なインフラストラクチャー，将来の従業員に対する質の高い教育，

地域サプライヤーとの協力，制度の質，法律などにかかわり，それに依存

しているからである。CSRの取り組みによって社会性を高めて市場の評価

を獲得することができれば，企業は競争優位を強め，市場成果を高めるこ

とができる（Lantos, ２００１）。したがって，CSRへの投資は，製品革新やプ

ロセス革新をすることによって社会性を高めれば，製品差別化を強めるこ

とになるとしている。

　同様に，European Commission（２００１）の『グリーンペーパー』（Green 

Paper）は，CSRの取り組みは社会による企業の評価を高め，それが企業の

経済的パフォーマンスにプラスに作用することを強調している。その理由

として，第１に，CSRは労働環境を改善し，労働者が組織忠誠心を高め生

産的であることを確かなものとする。それは有能な人材を獲得しやすくす

る。第２に，資源消費や汚染廃棄物の削減などの環境に責任を持つ行為は，

資源のもっとも能率的な使用を確かなものにする。第３に，CSRによって

企業外部の様々なステークホルダーと対話を深めるとき，ステークホル

ダーとの信頼関係の構築に役立つ。第４に，投資家や消費者が CSRに取り

組む企業に対する評価を高め，資本市場の投資や消費者の購買行動に反映

することができる，と指摘する。

　企業法的見地からは，社会的責任は所有権に基づく理論と，契約概念に

基づく理論に対比される（落合，１９９８）。所有権理論は，所有に基づく権利

の優先性を認めるがゆえに企業の社会的責任はその権利を侵害しない範囲

の内容であることを主張する。他方，契約理論は，CSRをステークホル

ダーとの社会契約であると考える。契約理論では，従業員は時間と知的資

本を，顧客は信頼，地域社会はインフラ，従業員の教育，税制上の支援な

どによって企業と関係しているとみなしている。

　このほか，企業倫理についての考察の中で，高（２０１３）は，社会的責任

について次のような見方をしている。すなわち，株式会社においては所有

に基づく責任と義務が，出資者の有限責任制度の導入によって所有者から
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株式会社に転嫁されていることが，企業が「社会的責任を負わざるを得な

い本源的理由」であるとする。この指摘は，株式会社には全出資者の有限

責任制があるものの，所有から発生する責任が企業の社会的責任の根拠で

あることを明らかにしている。

　前述のポーターは，２０１１年に CSRに代えて CSV（Creating Shared 

Value: 共有価値創造）という概念を提示した（Porter and Kramer, ２０１１）。

それは，社会との共通の理念に立って，共有価値を創造することがこれか

らの社会的責任であると主張している。このように CSRとそれを説明す

る理論モデルは，時代によって内容が変化している。CSRは社会によって

求められる機能である。それぞれの社会は倫理，価値規範，文化，宗教な

ど様々な違いがある。社会的責任はそれぞれの社会の諸条件によって根本

的に規定されている。それは，CSRが共通の内容および責任基準を固定的

にとらえることが難しいことを示している。今日では CSRの理念は社会

にも企業にも浸透しつつあるが，その概念は多義的で構成要素もそれぞれ

の時代の社会条件に依存的である。したがって，CSRをどのように理論的

に説明するかについて異なる見解が展開されてきた。

　他方で，グローバル化の中で経済活動の評価基準の共通化が経済的，社

会的，環境的観点から進んでいる。実践的には国際 NGOの GRI（Global 

Reporting Initiative）ガイドラインやグローバル・コンパクトの影響があり，

企業の CSR報告書の構成は世界的に標準化されつつある。その中で環境

保全は重要な一部をなしている。この事実からも，企業が社会的責任の一

部として環境経営の取り組みをグローバルに移転・普及することは避けら

れないことである。

　ところが，CSRと環境経営そのものの海外移転の関係を直接取り上げて

いる研究はまだ見当たらない。これまでの CSR研究では，CSRと経済パ

フォーマンスの関係が分析されてきた（Carter, ２００５; 馬奈木，２００８; 

Amann et al., ２０１１）。さらに，環境取り組みとしてのサプライチェーン管理

と経済パフォーマンスの関係の分析が行われてきた（宮崎，２０１３）。われわ
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れは CSRと海外事業への環境経営の移転の関係を明らかにすることが重

要であると考え，本稿ではこれまでの研究を一歩進めて，CSRと環境経営

の海外移転の関係の分析を試みる。

３．　デ　　ー　　タ

　本稿で用いるデータは２種類ある。第１に CSRに関して，東洋経済新報

社のデータブック『CSR企業総覧』の CSR評価データを用いる。これは，

企業の社会的責任についてのわが国の代表的な格付けであり，かつ大規模

な調査としては唯一のものである。類似の情報としては日本経済新聞社の

「環境経営度調査」および日本政策投資銀行による環境経営格付けがあるが，

それはいずれも格付けの対象が環境側面に限定されていて社会貢献，雇用，

統治などの側面は含まれないもので，CSRとは評価対象が異なるものであ

る。

　東洋経済新報社の２０１０年版 CSR評価は，２００９年９月に実施され１，１０４社

の格付け結果が公表されている。社会的責任の４分野について各々約２０種

類の項目の評価を積み上げて，AAA，AA，A，B，Cの５段階の評価を行っ

ている。４分野は，環境，企業統治，人材活用，社会性の４つである。

　例えば，環境については，環境担当部署の有無，環境方針文書の有無，

環境会計の有無，ISO１４００１取得率，グリーン購入比率，グリーン調達体制，

CO２ 排出量等の削減への中期計画の有無などの２１項目が評価される。企業

統治については，CSR担当部署の有無，CSR担当役員の有無，CSR方針の

有無，倫理行動規定・規範・マニュアルの有無など２１項目である。人材活

用は，女性社員比率，女性管理職比率，女性役員の有無，産休期間，障害

者雇用率，労働災害度数率などの２４項目がある。そして，社会性について

は，消費者対応部署の有無，商品・サービスの安全性・安全体制に関する

部署の有無，NPO・NGO等との連携，SRI・エコファンドなどの採用状況，

ISO９０００シリーズの取得状況，ボランティア休暇，地域社会参加活動実績な

どの１９項目が含まれている。
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　各企業の CSR評価は， ４分野のそれぞれについて総合的に AAA，AA，A，

B，Cのいずれかで評価されている。本稿では，それらを５，４，３，２， 

１の５段階評価に置き換えて４分野の評価を合計してスコアを算出する。

したがって，最大で CSR評価のスコアは２０点である。

　第２に，環境経営の海外移転については，ベトナムで実施した質問票調

査から得られたデータを用いる。ベトナムでの調査は，４００社の対象企業を

リストアップし，２０１１年１－３月にかけて直接インタビュー方式でハノイ

およびホーチミン周辺地区で９６社に対して行った。日本からの投資は，両

地区に集中している。インタビューはベトナム人アシスタント（研究員お

よび大学院生）を雇用して，分析フレームワークに沿った質問項目にした

がって環境担当責任者にインタビューした。質問票は海外子会社の環境取

り組みについて尋ねている。親会社と海外子会社の関係の他，親会社の取

り組みについても質問している。回答はリッカート方式の５点尺度（強く

そう思う，ややそう思う，どちらとも言えない，あまりそう思わない，全

くそう思わない）で測定されている。ただし，ISO１４００１認証の取得（ISO），

環境報告書のデータ作成（REP）は３点尺度の回答（はい，準備中，いい

え）である。なお，この海外子会社の組織的取り組みとしての ISOと REP

の相関係数は r ＝０．３５４（p ＜０．０１）と高いため，ISOと REPの和をとり環

境マネジメントシステム（MANA）として１つの指標に加工した。

　CSRデータと質問票調査のデータのマッチングによって得られるサンプ

ル数は３０社である。本稿ではこのデータを使って分析を行う。

４．　仮説と分析モデル

　本稿で用いる CSR評価は，企業の社会的責任が実行される程度を８５項目

４分野にわたり評価した上で，社会的責任の総合評価を行っている。その

評価は企業の社会的機能を多面的にとらえている。企業は，事業を効率的，

効果的に遂行するためには，その方針や組織能力を企業組織全体に広め，

活動の一貫性と効率性を確保しなくてはならない。したがって，その取り
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組みは本社と同程度というわけにはいかないが，海外事業へも広められる

と考えられる。

　したがって，CSR評価の高い企業は，環境的・社会的側面に配慮した行

動を取るがゆえに，海外事業においても環境経営に積極的に取り組むであ

ろうと推測される。その背景には，RoHS指令のような法的規制が存在す

ることへの対応，サプライチェーン全体での環境リスクの削減，市場での

格付け評価が資金調達に影響すること，環境パフォーマンスを高めて市場

での競争力を高めることの必要性などがあり，企業のグローバルな環境へ

の取り組みを押し上げるからである。このように企業には，特に世界を代

表する多国籍企業には，本社レベルで実施されている環境経営の様々な実

践を海外事業へ移転する明らかな動機が存在する。

　そこでわれわれは，「CSR評価が高い多国籍企業は，環境経営の海外移転

に積極的である」と想定し，それを立証するため次の仮説を検証する。

仮説１：CSR評価が高い企業は，環境マネジメントシステムの海外移転に

積極的である。

仮説２：CSR評価が高い企業は，グリーン調達の海外移転に積極的である。

仮説３：CSR評価が高い企業は，サプライヤーへの環境経営の移転に積極

的である。

　われわれの分析モデルは下記の通りであり，CSR評価（CSR）を主要な

説明変数とし，環境経営の移転を目的変数とする。モデル１は環境マネジ

メントシステム（MANA）の移転，モデル２はグリーン調達（GREN）の移

転を目的変数としている。また，モデル３はサプライヤーへの EMS（環境

マネジメントシステム）支援（EMSUP），モデル４はサプライヤーへの技

術支援（TESUP）を目的変数としている。
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モデル１

MANA ＝ a + bm１GOV + bm２COM + bm３CUS+ bm４CSR + bm５ JOWN+ 

bm６LDS（GOAL） + bm７D_scale

モデル２

GREN ＝ a ＋ bg１GOV ＋ bg２COM ＋ bg３CUS ＋ bg４CSR ＋ bg５ JOWN ＋

 bg６LDS（GOAL） ＋ bg７D_scale

モデル３

EMSUP ＝ a ＋ be１GOV ＋ be２COM ＋ be３CUS ＋ be４CSR ＋ be５ JOWN ＋

 be６LDS（GOAL） ＋ be７D_scale

モデル４

TESUP ＝ a ＋ bt１GOV ＋ bt２COM ＋ bt３CUS ＋ bt４CSR ＋ bt５ JOWN ＋

 bt６LDS（GOAL） ＋ bt７D_scale

　記述統計は表１のとおりである。MANAは前述したように，ISOと REP

の和で測定した。グリーン調達（GREN）はグリーン調達基準の水準につい

て５点尺度で測定した。

　ここで，本研究は海外子会社への質問票調査をベースにしており，サプ

ライヤー自身の環境経営の水準までは測定していない。したがって，仮説

３に関して，代わりに海外子会社によるサプライヤー支援の状況を分析す

る。サプライヤー支援として，「EMS支援（EMSUP）」，「技術支援

（TESUP）」の２つを指標として用いる。EMS支援（EMSUP）は「サプラ

イヤーに EMS支援をしている」，技術支援（TESUP）は「サプライヤーに

技術支援をしている」について５点尺度で測定した。

　外部要因は，Henrique and Sadorsky（１９９６）などを踏まえ，現地政府の

環境規制（GOV），地域社会の環境要請（COM），顧客・市場の環境要請

（CUS）の強度の３つとした。

　親会社の組織的取り組みは，CSR評価（CSR）とともに，親会社の出資

比率（JOWN）で測定した。子会社の環境戦略は，海外子会社のトップの環
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境リーダーシップ（LDS），環境達成目標（GOAL）の強度を用いた。戦略

とは組織の様々な活動と資源を統合し，方向づける枠組みである。戦略は

構成員の動機づけの仕組みを決定し目的の明確化に役立つものとなる。な

お，LDSと GOALは相関が高いため（r ＝０．４５８， p ＜０．０５），それぞれの指

標を用いた２つのパターンで推計を行った。また，ダミー変数（D_scale）

として従業員規模２９９人未満を０，３００人以上を１として設定した。変数間

の相関係数は表２となる。

　なお説明変数としての CSR評価は，目的変数である環境経営の取り組

みと同時期かそれに先行している必要がある。しかし，CSRデータを t期

でとるか t－１期でとるかは，この場合決定的な違いをもたらすことはな
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表１　記述統計

標準偏差平　均設　　　問指　　標

（０．８４７）３．８００現地政府の環境規制は厳しいGOV

外部要因 （１．２０３）３．０００現地地域社会の環境要請は強いCOM

（０．９３７）３．８６７現地市場の環境要請は強いCUS

（２．９５９）１６．０６７親会社の CSRの評価CSR親会社の
組織的取
り組み （１３．６４０）９４．４３３出資比率（親会社との全体的な関係性の

強度）JOWN

（０．５９１）４．１４３環境対策に対してトップはリーダーシッ
プを発揮しているLDS子会社の

環境戦略
（０．６９９）４．１６７環境対策について達成目標があるGOAL

（０．６０４）２．６９０ISO１４００１認証を取得しているISO
子会社の
組織的取
り組み

（０．３６５）２．９３３環境報告書のデータを作成しているREP

（０．９４９）３．１４８グリーン調達基準は本社工場と同水準で
あるGREN

（０．８１４）２．６５５サプライヤーに EMS支援をしているEMSUPサプライ
ヤー支援 （１．０５２）２．９６６サプライヤーに技術支援をしているTESUP

（注）数値は５点尺度（強くそう思う～全くそう思わない）。ただし，ISOと REPは３点尺度（はい，準備中，
いいえ）。また CSRは４～２０点の値をとり，JOWNは親会社の出資比率（％）。



いと考える。なぜなら，CSRにしても環境経営移転にしても単一年度で行

われたものを対象にしているわけではなく，累積的な取り組みを評価して

いるからである。つまり，CSR評価は企業の全般的経営姿勢を反映するも

ので，累積されたものである。組織のシステムや手続きは，それまでの取

り組みが総合的に結実しルーチン化したものであり，現在の実践や組織能

力は，それまでの経験や組織能力の蓄積を前提に存在している。その上で，

われわれは，CSR評価データは２００９年について，アンケート調査の企業の

取り組みデータについては２０１０年として両者の整合性を図った。

５．　分　析　結　果

（１）　結　　　果

　上記のモデルを最小二乗法（OLS）により分析することで，表３の結果

が得られた。これより次の点が明らかとなった。

　第１に，CSR評価（CSR）は，グリーン調達（GREN）の海外移転に対

して有意な正の関係にある（p ＜０．０５）。このことから，CSR評価の高い企

業は，社会的責任や環境経営に対する取り組みに積極的であり，グリーン
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表２　変数間の相関関係

１１１０９８７６５４３２１

１．００GOV１

１．０００．７１**COM２

１．０００．２１０．１０CUS３

１．００–０．１１０．０９０．１４CSR４

１．００–０．２４０．２８–０．１４–０．４２*JOWN５

１．００–０．４４*０．２８–０．０２０．１１０．２８LDS６

１．０００．４６*–０．３４０．１９０．０４０．２００．５２**GOAL７

１．０００．５９**０．２１–０．２４０．１３–０．０３０．２３０．３０MANA８

１．００–０．２００．０２０．２５０．２８０．４７*０．２００．２４–０．０５GREN９

１．０００．３１０．１８０．１０–０．０４０．１７０．０３０．１４０．１７–０．０１EMSUP１０

１．０００．６１**０．４１*０．２７０．１５０．０８０．０７０．２００．０１０．１６０．０８TESUP１１

（注１）MANAは ISOと REPの結合データ。
（注２）**p ＜０．０１, *p ＜０．０５



調達の海外移転に積極的に取り組んでいることが分かる。そして海外子会

社のグリーン調達には CSR評価のみならず，地域社会の環境要請（COM）

も有意に作用している（p ＜０．０５）。グリーン調達は，進出先の地域社会の

環境要請に配慮することによって強まることを示している。

　また，説明変数に戦略要因として環境達成目標（GOAL）を入れた場合に

比べ，トップの環境リーダーシップ（LDS）を入れた場合には，CSR評価

のみならず，親会社の出資比率（JOWN）および地域社会の環境要請がいず

れも有意であった。このようにグリーン調達は，所有に基づいた親会社の

支配が有意に関係していることが示された。
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表３　分析結果
Model ２（GREN）Model １（MANA）

ｔ値標準化
係数ｔ値標準化

係数ｔ値標準化
係数ｔ値標準化

係数
–１．４７４–０．４４１–１．６５０–０．４０８–０．９９１–０．２７６０．６９９０．２２９GOV

*２．１２９０．５４２*２．２７８０．５３３０．９４４０．２１９–０．１９０–０．０５５COM
０．７６６０．１３３０．６０６０．１００–１．００２–０．１５９–０．７４９–０．１５４CUS

**３．３２８０．５５７**３．２０００．５１０–０．７４２–０．１１３–０．２８９–０．０５９CSR
１．７６８０．３２６*２．３６１０．４３４–０．４００–０．０７１–０．３７９–０．０９１JOWN

１．８５３０．３０９０．０８４０．０２０LDS
０．３４７０．０７０**３．３６００．６２３GOAL
–０．１９６–０．０３５–０．２３２–０．０３８**２．８９９０．４５４*２．５１５０．５１０D_scale
–１．００９–２．００３–１．８９７–４．１４５**３．２３９４．４０６*２．７１４５．４０２Constant
０．３５２０．４４６０．４３３０．０９７Adj R２

*３．０１８**３．８７２**４．０６０１．４００F value
２．２７５２．３０４２．３６５１．８９８DW

Model ４（TESUP）Model ３（EMSUP）

ｔ値標準化
係数ｔ値標準化

係数ｔ値標準化
係数ｔ値標準化

係数
–０．０２８–０．０１００．１８８０．０６１–０．７５５–０．２６７–０．３０４–０．１０３GOV
０．４０３０．１２２０．３８８０．１１７１．２７５０．３８５０．９６９０．３０５COM
–０．５７１–０．１２１–０．３６１–０．０７９０．２４７０．０５２０．１８５０．０４２CUS
０．６４７０．１３１０．６２８０．１３４０．０８５０．０１７０．０８９０．０２０CSR
０．９６１０．２２４０．９５２０．２４４０．９７７０．２２８０．８８５０．２３７JOWN

０．３３８０．０７７０．５８８０．１４１LDS
０．６１５０．１４７１．２０５０．２８８GOAL
１．５５８０．３２７１．６１４０．３４９０．５１００．１０７０．４８２０．１０９D_scale
–０．０２６–０．０５５–０．１０７–０．２７１–０．２８９–０．８４２–０．１８８–０．６７５Constant
––––Adj R２

０．８１１０．７９３０．８１９０．４８６F value
１．４６３１．３６８１．３９８１．２５２DW

（注）**p ＜０．０１, *p ＜０．０５



　第２に，現地政府の環境規制（GOV）はグリーン調達に対して有意では

ないものの負の関係が認められた。多国籍企業が現地政府によって環境

データの提出を求められていることは明白な事実で，その意味で現地政府

の規制が重要性を持つことは予想される。しかし，グリーン調達の実践に

ついての分析結果は，現地政府による規制は，移転のドライビングフォー

スでないことを示唆している。

　ただし上の結果についての評価には注意が必要で，われわれが取り上げ

ている政府規制は，現地政府の規制に限定して影響を尋ねている。それに

は輸出市場や多国籍企業本国での政府規制を含めていない。政府の影響全

般として言えば，EUの RoHS指令のように，輸出市場での規制の影響は

大きいものがある。また，水や大気等の排出に関する政府規制を強く認識

しないとはいえ，現地政府が環境規制を行い，外国企業に対して環境デー

タの届け出を義務付けているのは一般的事実である。

　したがって，地域社会の環境要請が正の関係にあることを考えると，現

地政府の影響は総合的にはやはり重要である。進出先の社会に受け入れら

れない事業は継続があり得ないからである。現地政府の直接的規制はグリー

ン調達の実施に関連しては比較的弱く受け止められているが，広く進出先

での地域社会の環境要請はプラスに作用し強く受け止められている。

　第３に，環境マネジメントシステム（MANA）を目的変数としたとき，

環境達成目標は環境マネジメントシステムと有意に正の関係にあった 

（p ＜０．０１）。これに対し，トップの環境リーダーシップは環境マネジメント

システムに対して有意ではなかった。この結果が示唆するのは，海外子会

社の環境経営は，海外子会社のトップの環境リーダーシップが決定的では

なく，親会社の環境戦略の支配下にある明確な環境達成目標が重要である

ということである。

　海外子会社は，独自の機能と裁量性を持つことがあるが，基本的な政策

や戦略については依然として経営権を持つ親会社の支配下にある。したがっ

て海外子会社による環境達成目標は当然親会社の環境方針を反映するであ
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ろう。海外子会社の環境達成目標は，親会社の影響のもとで，取り組みの

移転と強い関係がある。グリーン調達が政府規制にかかわり，しなければ

ならない（must）責任を果たすために CSRと有意であるのとは対照的に，

環境マネジメントシステムは環境達成目標と関係しているのである。

　第４に，企業規模は，環境マネジメントシステムの構築に一定の役割を

果たしている。一般には，大規模企業はより多くのステークホルダーを抱

え多くの市場とかかわるために外部圧力を相対的に強く受け，社会的に責

任ある方法で行動するようになる（Amann et al., ２０１１）。したがって，大規

模企業は小規模企業よりも環境マネジメントシステム構築への取り組みを

相対的に強める。また大規模企業は外部圧力に適応することができ，より

多くの経営資源を保有する。したがって，大規模企業であるほど CSR圧

力は強められ，環境マネジメントシステムとの関係は強まると想像される。

　第５に，CSR評価はサプライヤーへの EMS支援（EMSUP），サプライ

ヤーへの技術支援（TESUP）に直接的な影響を与えていない。これより，

仮説３「CSR評価が高い企業は，サプライヤーへの環境経営の移転に積極

的である」は支持されない。ここで，表２の相関関係より，CSRと TESUP

はある程度の相関があるといえるが，CSRと EMSUP間には相関はない。

また TESUPとグリーン調達（GREN）には有意な関係がある（p ＜０．０５）。

これより，CSR評価とグリーン調達の有意な関係性，グリーン調達と技術

支援の相関の高さを踏まえると，「親会社のCSR評価→海外子会社のグリー

ン調達→サプライヤーへの技術支援」というメカニズムが推測される。CSR

評価は，グリーン調達を進めるなかで，サプライヤーへの技術支援に間接

的な影響を与えている可能性がある。

（２）　考　　　察

　表３より，CSR評価は環境マネジメントシステムと有意な関係にはな

かった。海外子会社レベルでは，CSR評価は環境マネジメントシステムと

強く関連していない。つまり，仮説２は支持されたが，仮説１は支持され
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なかった。これは当初の予想とは異なる結果である。

　これには次の理由が考えられる。海外子会社の環境マネジメントシステ

ムは，親会社と比較して発展段階や規模の違いが大きく，その制約によっ

て海外子会社ではまだしっかり構築されていないと考えられることである。

われわれの調査対象であるベトナム子会社の規模は，平均すると従業員数

８１７人である。これは，多国籍企業である親会社と海外子会社の組織能力に

格差があることを示している。また，われわれの調査対象のベトナム子会

社はその設立年が平均で２００１年と新しい。したがって，事業経験や組織能

力の蓄積は親会社と比べて低くなる。そして親会社と子会社の間には環境

取り組みにおいて時間差がある。親会社は８１．７％が ISO１４００１の認証を取得

しているが，子会社では６１．７％である。子会社の環境マネジメントシステ

ムは構築の途中である。これらの理由で，CSRと環境マネジメントシステ

ムに関して親会社と海外子会社の間で異なる関係が見出されるものと考え

られる。

　さらにもう１点注意しておく必要がある。一般に，CSRは自発的なもの

だと考えられている（De Shutter, ２００８）。しかし，われわれが確認したのは，

特に法的に規制された化学物質の管理を実施するためのグリーン調達に対

する CSRの関係である。そのため，この場合の CSRは全く自発的なもの

とは言えないのである。

６．　結　　　　　び

　本稿では，親会社の CSR評価と環境経営の海外子会社への移転の関係

を分析した。先行研究では，CSR評価と経済パフォーマンスの関係が分析

されてきた。しかし，それらの研究は，CSR評価と経済パフォーマンスの

関係を論ずるもので，環境経営の取り組みがサプライチェーンの中で組織

間に移転されるプロセスや促進要因を分析することはなかった。われわれ

は，日本企業の海外事業を対象にしてこの点を分析した。その結果，親会

社の CSR評価はグリーン調達に関して取り組みを強め，海外移転される
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ことが明らかになった。

　こうした関係をもたらすのは，外部要因の他に，親会社の環境戦略の取

り組み，その海外子会社の組織能力によって強く影響されることが理論レ

ビューと分析結果から明らかになった。グリーン調達の移転の前提として，

親会社に環境方針ないし環境戦略が策定され，環境経営の取り組みが強化

されることが移転の重要な要因となる。つまり，それが意味するのは，親

会社における持続可能な発展に向けた社会的な責任意識の向上と企業活動

への取り組みが重要であることである。それは環境経営が社会的な責任意

識の向上によって強められるものであり，親会社にとって，環境への取り

組みを環境戦略として確立することが海外移転を促すと同時に，社会的責

任を果たしあるいは競争優位につながることを理解することが重要である。
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